
社会福祉法人しただ

役員の報酬等 に関す る細則

(目  的 )

第 1条  この細則 は、定款第 22条 の規定に基づき、役員の報酬等 についての支給基準等

必要な事項 について定 める。

(報酬等の種類 )

第 2条 役員に支給する報酬等の種類は、月例報酬、会議出席手当、交通費、その他の費

用 とする。

(報酬等の総額 )

第 3条 役員に支給す る報酬等の総額は、年額 3, 000万 円とする。

(月 例報酬 )

第 4条  月例報酬 は、常勤の理事に対 して支給す る。

2 月例報酬の限度額 は次の とお りとす る。 ただ し、職員給与等は含 まない もの とす る。

(1)理事長      年額  1, 440万 円

(2)業務執行理事   年額  1, 200万 円

(3)そ の他の理事   年額    960万 円

3 月例報酬の額、支給の方法については、理事会 において定める。

(会議 出席手当 )

第 5条  常勤の理事以外の役員が定時理事会及び臨時の理事会に出席 した場合 には、出席

1回 につき 6, 000円 を支給す る。ただ し、臨時の理事会の出席 については、支給 し

ないことがある。

(交 通費 )

第 6条  常勤の理事以外の役員が定時理事会及び臨時の理事会に出席 した場合 には、出席

1回 につき 2, 000円 を支給す る。ただ し、臨時の理事会の出席 については、支給 し

ないことがある。

2 前項の規定 にかかわ らず、法人の用意す る送迎を利用 した場合 には支給 しない。

(そ の他の費用 )

第 7条  第 4条か ら第 6条 までの規定 とは別 に、役員がその職務 の遂行 に必要 となる諸費

用 については、 申請に基づき次の とお り支給す る。

(1)研修等の受講料等   実費

(2)研修等の出張費    出張旅費規程 による

(3)物 品等の購入費    実費

2 前項の規定 とは別 に、常勤の理事には賃金規程 に基づき通勤手当を支給す ることがで

きる。

(そ の他 )

第 8条  この細則 に定めのない事項については、評議員会において決定す る。

2 この細則の改定、廃上については、評議員会において決定す る。

附 貝J

この細則 は、平成 29年 4月 1日 か ら施行す る。



社会福祉法人しただ

役員の月例報酬に関する細則

(目  的 )

第 1条  この細則は、役員の報酬等 に関す る細則第 4条 の規定に基づき、役員の月例報酬

についての支給基準等必要な事項 について定める。

(月 例報酬 の額 )

第 2条  理事長 の月例報酬の額 については、その年額 を理事会 において決定す る。

2 理事長以外 の支給対象 となる役員の月例報酬の額 については、その年額 を理事長 が決

定す る。

(月 例報酬の支給 )

第 3条  第 2条 の規定によ り決定 した年額の 12分の 1の額 を毎月の職員給与の支給 日、

支給方法 によ り支給す る。

(月 例報酬 の不支給 )

第 4条  月例報酬の支給対象 となる役員が、常勤の職員 として給与等 を支給 されてい る場

合には、月例報酬 を支給 しない ことができる。

(そ の他 )

第 5条  この細則 に定めのない事項 については、理事会において決定す る。

2 この細貝1の 改定、廃止については、理事会において決定す る。

附 則

この糸田貝可イま、 平成 29年 4月 1 日か ら施イ子サ
~る

。



社会福祉法人しただ

評議員の報酬等に関する細則

(目  的 )

第 1条  この細貝Jは 、定款第 8条 の規定に基づき、評議員の報酬等 についての支給基準等

必要な事項について定 める。

(報酬等の種類 )

第 2条 評議員に支給す る報酬等の種類は、会議出席手当、交通費、その他の費用 とする。

(会 議 出席手当 )

第 3条  評議員が定時評議員会及び臨時の評議員会 に出席 した場合 には、出席 1回 につ き

6, 000円 を支給す る。ただ し、臨時の評議員会の出席については、支給 しない こと

がある。

(交通費 )

第 4条  評議員が定時評議員会及び臨時の評議員会に出席 した場合 には、出席 1回 につ き

2, 000円 を支給す る。ただ し、臨時の評議員会の出席については、支給 しない こと

がある。

2 前項の規定に拘わ らず、法人の用意す る送迎 を利用 した場合 には支給 しない。

(そ の他の費用 )

第 5条  第 3条及び第 4条 の規定 とは別に、評議員がその職務の遂行に必要 となる諸費用

については、申請に基づき次のとお り支給する。

(1)研修等の受講料等   実費

(2)研修等の出張費    出張旅費規程による

(3)物 品等の購入費    実費

(そ の他 )

第 6条  この細則に定めのない事項については、評議員会おいて決定す る。

2 この細則の改定、廃上については、評議員会において決定す る。

附 則

この糸田貝UIま 、 平成 29年-4月 1日 か ら施行す る。


